
第２期第９回 横浜市税制調査会 
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Ⅱ．大都市特有の財政需要 

指定都市における人口や産業の集積性、高次な都市機能や産業の高度化、それぞれの都

市圏における中枢性などにより、大都市特有の財政需要が生じている。また､安全･安心、

貧困や少子化などの都市的課題や大都市特例事務に対応するため、大都市特有の財政需要

が生じている。 

（１）集積性･高次性･中枢性に起因する財政需要

①法人需要や都市インフラ需要を量と質で支える大都市財政

指定都市における人口や産業の集積性、高次な都市機能や産業の高度化、都市圏におけ

る中枢性は、活発な経済活動を伴う法人需要や、過密な空間利用・交通混雑などの都市的

インフラ需要を発生させ、その対応のために、企業活動支援、道路、交通機関、公園、港

湾、下水道などについての高水準の整備が必要となっている。その結果、指定都市の商工

費や土木費、公営企業等に対する繰出金は一般市よりも大幅に高い水準となっている。ま

た､指定都市では地価・物価が相対的に高いことから、これらのインフラの整備費、維持

費についても相対的に高コストとなる。 

【法人需要への対応と都市インフラの整備･維持（一人当たり歳出額 千円）】  
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*平成 25 年度市町村別決算状況調 

商工費・土木費の歳出
は、一般市よりも大幅に
高い水準 
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Ⅲ．厳しい大都市の財政状況 

大都市としての集積性・高次性・中枢性や都市的課題の存在を背景として、様々な形で

大都市特有の財政需要が生じており歳出増の要因になっている。しかし、これに対応した

税財政制度が確立していないために必要な歳入が確保されず、また、インフラ整備のため

などに多額の起債をせざるを得ないので債務残高が膨れ、大都市は全国と比較して厳しい

財政状況にある。 

①大都市特有の財政需要による高い歳出水準

歳出に関しては、一般的には都市規模が大きくなるに従いスケールメリットにより効率

的な財政運用が可能となると言われている。しかしながら、指定都市では、法人需要への

対応、都市インフラの整備・維持や都市的課題などへの対応により土木費や民生費などの

大都市特有の財政需要が顕在化し、一人当たり歳出額は高くなっている。 

【都市規模に対応した歳出構造（一人当たり歳出額）】 
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*平成 25 年度市町村別決算状況調 
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市税

4兆8,670億円

（22.5%）

市町村税

18兆3,440億円

（22.5%）

道府県税

3兆3,994億円（15.7%）

都道府県税

16兆1,167億円（19.8%）

国税

13兆3,706億円

（61.8%)

国税

47兆 493億円

（57.7%）

③大都市特例事務に係る税制上の措置不足 

大都市特例事務の財政負担については、歳出に見合うだけの歳入が税財政制度上では確

保されておらず、一般財源からの持ち出しとなっている。 

 

【大都市特例事務】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④配分割合の低い市域内税収* 

指定都市の市域内税収（市域内の住民や企業が負担する税金）のうち、市税として指定

都市に配分される割合はわずか２２．５％にすぎない。全国レベルにおいても市町村税の

配分割合は２２．５％にとどまっている。 

*国税・道府県税については、税務署統計資料等から各種指標を用い按分するなどして試算した推計値 

 

【指定都市域内税収の配分状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*平成 27 年度予算に基づく概算 

（一般財源等） 

道府県に代わって負担 

している経費 

税制上の措置 

 

 

税制上の措置不足額 

 

税制上の措置済額 

 

＜地方自治法に基づくもの＞ 

児童福祉 

民生委員 

身体障害者福祉等 

＜個別法に基づくもの＞ 

土木出張所 

衛生研究所 

定時制高校人件費 

国・道府県道の管理等 

約３，４００億円 約１，９００億円 

約１，５００億円 

*平成 24 年度決算 

計 21 兆 6,370 億円 計 81 兆 5,100 億円 

指定都市 全国 
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Ⅳ．大都市の特性に合った税財政制度の構築 

 

日本経済の再生に向けて大都市に対する期待は大きい。全国の２割の人口規模を有する

中で、高いＧＤＰの水準を保ちながら首都圏、中部圏、近畿圏などの大都市圏の核として､

また、各ブロックや道府県の中心として地域経済を牽引してきた。 

今後においても、経済活動のグローバル化、産業のソフト化･サービス化などの動きの中

で、成長性が期待される第３次産業等が集積する大都市は､周辺地域とともに発展するため

の成長のエンジンとしての役割を果たすことが求められている。 

その一方で、経済的な地域間格差の拡大が生じることで、特に法人からの税収の増加に

よって、法人の集積が顕著な大都市の税収が増大し、税収の偏在性が高まるとの意見があ

る。 

しかし､その実態についてみると、前述のとおり、人口や産業の集積性、高次な都市機能

や産業の高度化、それぞれの都市圏における中枢性などに対応するための財政需要が生じ

ている。また､安全･安心、貧困や少子化などの都市的課題に対応するための財政需要も生

じている。 

このような大都市特有の財政需要が歳出増の要因になっているが、大都市特有の財政需

要に対応した税財政制度が確立していないこと、事務配分の特例に対応した措置が不足し

ていることなどから、自主財源による歳入の確保は難しい状況にあり、債務の増大を招い

ている。大都市は裕福ではなく、財政状況は全国と比較して厳しい状況にある。 

以上のように、大都市は集積性･高次性･中枢性を背景として日本経済を牽引する役割を

有する一方、様々な都市的課題があり、これら大都市特有の財政需要に対応するため、大

都市は厳しい財政状況にある。そのため、大都市特有の財政需要に対応した都市税源の充

実強化を図るなど、大都市の特性に合った税財政制度の構築が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．大都市の特性 Ⅱ．大都市特有の財政需要 Ⅲ．厳しい大都市の財政状況

☆集積性・高次性・中枢性と成長性 ☆起因する財政需要 ・高い歳出水準

・多くの人が暮らし行き交う活発な経済活動 ・法人需要や都市インフラ需要 ・税収の寄与率が低く

・高度で多様な産業・社会・文化活動 ・道府県並みの事務 　多額の起債が必要な歳入構造

・都市圏の中核を担う指定都市 ・大都市特例事務に係る税制上の

・日本経済を牽引する大都市経済 　措置不足

☆都市的課題 ☆対応する財政需要 ・配分割合の低い市域内税収

・過密や集中に起因する都市的課題 ・安全・安心、福祉など多様な課題 ・大都市における財政状況の悪化

大都市の特性に合った税財政制度の構築が必要
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平成27年11月20日 

横浜市財政局 

 

資料３ 



1 

今後の法人課税について 

• 27年度与党税制改正大綱では、「消費税率10％段階におけ
る地方法人課税の偏在是正」として、 

①法人住民税法人税割の地方交付税原資化をさらに進める 
②地方法人特別税・譲与税を廃止するとともに、現行制度の意
義や効果を踏まえて他の偏在是正措置を講じることとされてい
る。 
 
◆ 横浜市が目指す大都市における法人課税のあるべき姿を 
  考察する 
 *所得課税（応能課税）を強化・拡充すべきか 
 *外形標準課税を導入すべきか 
  →課税標準はどうするか 
 *県税（事業税）から税源移譲を求めるべきか 
  →どのような理由で求めるべきか 



2 

地方税における外形標準課税の例 

税目 課税標準 税率 税収額※26年度決算 

法人事業税 付加価値割 付加価値額 
（報酬給与額、純支払
利子、純支払賃借料、
単年度損益） 

0.72％ 【参考】神奈川
県全域 
18,314,900万円 

資本割 資本金等の額 0.3％ 

（所得割） （各事業年度の所得） （1.6％～
3.1％） 

法人市民税 
（均等割） 

均等割 

資本金等の額 
従業者数 

５万円～
300万円 
（別途横
浜みどり
税加算） 

1,196,815万円 
 
（外横浜みどり税

61,400万円） 

事業所税 
※30万人以
上の都市等、
76団体 

資産割 事業所床面積 １㎡につ
き600円 

1,771,145万円 

従業者割 事業者給与総額 0.25％ 
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